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１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 平成２９年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 平成２８年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分 

議案第 ５号 平成２９年度摂津市財産区財産特別会計予算 

  議案第１２号 平成２８年度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第１号） 

議案第２３号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第１９号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 
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  議案第２１号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

制定の件所管分 

  議案第２２号 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 
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（午前９時５９分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、野口委員

を指名します。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。 

 質疑を続けます。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 では、予算書に従って質

問を幾つかさせていただきたいと思いま

す。 

 一つ目は歳入の件ですけれども、予算書

３０ページ、款１３使用料及び手数料、項

１使用料、目５土木使用料、節２公営住宅

使用料についてですけれども、市営住宅の

使用料の予算が、平成２８年度は８，４５

６万円になっていたと思います。今回８，

６９１万２，０００円となっております。

このふえている理由について、聞かせてい

ただきたいと思います。 

 次に、歳出で、予算書６６ページです。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費、節７賃金でございますが、平成２

８年度補正予算におきましては、非常勤職

員等賃金が１，１２９万８，０００円減額

補正となっておりました。平成２９年度の

予算につきましては、非常勤職員等賃金が

人事課におきまして、１億１，０１６万７，

０００円になっております。平成２８年度

は９，７３０万円ぐらいだったと思います。 

平成２８年度は「チャレンジドオフィスせ

っつ」設置に伴った非常勤職員の雇用があ

ったと思いますけれども、増額された内容

について、お聞きしたいと思います。 

 予算書６８ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目１一般管理費の委託料のとこ

ろでございますが、人事評価システムの保

守と構築については、村上委員が質問され

ておりましたので、私のほうからは、この

評価について、管理職の方は能力評価、業

績評価というのを先行実施されていると

お聞きしておりますが、今後一般職員の方

まで広げることについて、先に実施されて

いる管理職の方も経験済みでございます

ので、今後広がっていくことでの期待とい

いますか、効果について、お聞きしたいと

思います。 

 予算書７４ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目４財産管理費の委託料につい

てですが、市営鯵生野団地跡地境界確定業

務委託料というのがございます。跡地の利

用と別府公民館の今後のスケジュールを

お聞きしたいと思います。 

 同じく７４ページの委託料でございま

すが、旧味舌小学校校舎解体等工事監理業

務委託料ですが、工事スケジュールについ

ては、既に質問がございましたので、私の

ほうからは、アスベスト調査の実施につい

てお聞きしたいと思います。 

 予算書７８ページ、款２総務費、目１２

男女共同参画センター費についてでござ

いますが、審議会などに女性の登用がされ

ていると思います。目標値についても随分

近づいてきていると思います。目標３５％

とされていると思いますが、現在、女性の

登用がされていない審議会があれば教え

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 また、男女共同参画計画の見直しという

こと、防災分野、また働き方改革及び高齢

者、障害者、子ども、女性、ＬＧＢＴなど

のさまざまな困難を抱える方への支援な

どが修正、追加されていくかと思います。

こういうことについて、どのように取り組

まれているのかについて、一つ目は、避難
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所運営の取り組み方、また二つ目には、男

性中心の働き方の見直しについての考え

方をお聞きしたいと思います。 

 次に、予算書１５８ページでございます。 

 款８消防費、項１消防費、目１常備消防

費の中で、消防職員教育訓練派遣事業で、

実火災体験型訓練指導研修というものが

行われているということで、この研修に参

加されるということなんですけれども、近

年は火災が減少してきたことから、訓練を

するための研修だということだったと思

います。摂津市は平たい土地で、使用する

ことはあんまり考えられないかもしれま

せんけど、今後はドローンを使った救援や

上空から現地の偵察などといった活動も

進めていかれるかもしれません。参考まで

に、そういったドローンを使った事例が全

国的にあるのかどうか、もしあれば、その

事例を教えていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、防

災管財課にかかわりますご質問にお答え

いたします。 

 まず、市営住宅使用料の増額についての

内容でございますけれども、市営三島団地

の建て替えにおきまして、鳥飼野々団地及

び鯵生野団地から移転入居された住民に

対して、平成２３年度から適用いたしてお

りました家賃の低廉化が平成２８年度で

終了するためでございます。 

 それと、旧味舌小学校の解体に係るアス

ベスト調査の実施についてでございます

けれども、今回アスベストに係る調査につ

きましては、検体を採取して、専門機関に

よる検査を行っているところでございま

す。この最終結果につきましては、３月末

までにはあがってくるということで進め

ておりますけれども、もしアスベストが確

認された場合につきましては、大阪府の生

活環境の保全等に関する条例に基づきま

して、大阪府への届け出が必要となります

ので、大阪府の指導に基づいて、適切な工

法によって飛散防止に努めてまいりたい

と考えております。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 それでは、鯵生野団

地跡地の活用、つまり別府コミュニティセ

ンターの残地活用について、ご答弁申し上

げます。 

 この別府コミュニティセンターの残地

につきましては、売却を凍結することとし

ておりまして、今後につきましては、当面、

維持管理経費も勘案しながら、これが賄え

るような活用方法について検討しており

ます。今のところ、民間の時間貸し駐車場

等での活用の方向で検討をしているとこ

ろでございます。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 福住委員の２点の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、非常勤職員の件でございますけれ

ども、平成２８年度の減額の部分につきま

しては、非常勤職員の賃金につきましては、

行政パートナーであったり、産休、育休等

の休職、休暇の代替の想定であったりとい

うことで、少し余裕を持たせて予算を組ま

せていただいているということがござい

ますので、毎年このような額の減額が生じ

るものです。実態との乖離という部分で生

じるということでございます。 

 それと、「チャレンジドオフィスせっつ」

につきましては、平成２８年度の６月から

開設をさせていただきまして、実施してお

りますけれども、平成２８年第１回定例会

で平成２７年度予算を補正して計上させ

ていただいた関係がありますので、平成２
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８年度当初予算には「チャレンジドオフィ

スせっつ」の非常勤職員賃金は計上されて

おりませんでした。その分、平成２９年度

当初からチャレンジドオフィスの賃金、ま

た平成２８年度よりも若干人数の増員も

想定しておりますので、その部分で増額し

ているということでございます。 

 それと、人事評価システムにつきまして

ですけれども、人事評価につきましては、

平成５年から人事考課という形で実施を

しておりまして、平成２４年度以降、本格

的に人事評価制度の見直しに着手をいた

しました。その過程の中でプロジェクトチ

ームというのも編制をしましたし、職員ア

ンケートもとらせていただきながら、どう

いう制度がいいかということで議論をし

ながら整理をしてまいりました。 

 やはり、職員のプロジェクトチームの中

でもそうなんですけども、頑張った職員、

実績を上げている職員に報いる制度であ

るべきだという声が多くございましたし、

賞与、給与への反映の部分については一定、

めり張りをつけて反映させる必要がある

という意見も多くございました。そのよう

な意見を踏まえて、平成２６年度から、ま

ずは課長級以上の管理職から実施をスタ

ートさせたということでございます。今年

から課長代理級、係長級もスタートするわ

けなんですけれども、課長級以上の管理職

につきましては、ほぼ２年がたちましたの

で、一度平成２９年度にこれまでの経過を

踏まえた意識調査ということも考えてお

ります。そういったことも踏まえて、課長

代理級以下の制度をスタートさせますけ

れども、その状況も見ながら、よりよいも

のにしていきたいというふうには考えて

います。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 各種審議会等

への女性の登用率の関係で、登用されてい

ない審議会はどれぐらいあるのかという

ご質問にお答えします。 

 ５つございまして、農業委員会、監査委

員、公務災害等補償等認定委員会、摂津市

パートタイマー等退職金共済運営委員会、

指定管理者選定委員会となっております。 

 続きまして、男女共同参画計画の中で、

避難所運営についてどのように考えてい

くのかというご質問でございます。 

 人権女性政策課といたしましては、防災

等に関する女性の人材を育成するという

ことが一番大事ではないかと思っていま

す。特に、避難所で活躍できる女性リーダ

ーがふえてくることによって、避難所運営

等で男女共同参画が進んでくると考えて

おりますので、防災計画や避難所運営マニ

ュアル等に女性の視点を生かすだけでは

なくて、リーダーの養成等に取り組んでい

く必要があると考えております。 

 特に、避難所運営マニュアル等につきま

しては、摂津市女性政策推進本部の下部組

織の研究会のほうが、平成２７年に「災害

対応で男女共同参画を考える職員の避難

所運営ガイド」をつくっておりまして、そ

れらが避難所運営マニュアル等に反映で

きるように、今後関係機関と協議も進めて

まいりたいというふうに考えております。 

 男性中心の働き方改革について、どのよ

うに考えているかというご質問にお答え

します。 

 従来の男性中心型の働き方を見直して、

男女ともに働きやすい環境整備というの

が求められているというふうには理解し

ております。今までもライフ・ワーク・バ

ランスという形で、家事、育児、介護等に

男性が参加する取り組みを行ってまいり
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ました。そういう中で、やはり市としまし

ては啓発活動が中心になってくると考え

ております。特に、男性が育児休業や介護

休業等をとることによって、給与等の不利

益な扱いが無いようにするとか、それに対

するハラスメントの防止対策等を啓発し

ていかなければいけないというふうに考

えております。また、育児休業、介護休業

等を男性も取れるということの周知等も

努めていかなければならないですし、今後

も職場や地域の理解を求められるよう、啓

発等に努めていきたいと考えております。 

○三好義治委員長 木下課長。 

○木下警備課長 ドローン、いわゆる無人

航空機についてのご質問に対しまして、お

答えをいたします。 

 ドローンを消防用として活用している

事例といたしましては、千葉市消防局、そ

れから、さいたま市消防局が総務省消防庁

から実験的にではございますけれども、消

防活動用偵察システムとして、昨年の３月

から運用開始しているとともに、近畿地方

におきましては、大津市消防局におきまし

て運用を実施しているという旨の情報が

ございます。 

 このシステムは、大規模災害や特殊災害

が発生した場合におきまして、情報収集や

捜索活動、救出ルートの確認等を上空から

迅速かつ効果的に行えるツールといたし

まして、近年急速に注目を集めているもの

でございまして、特に消防隊員が接近する

ことが困難な状況下においては、その効果

は大きく期待されるものでございます。今

後も先進導入自治体の動きに注目してま

いりたいと考えております。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、先ほどの公営

住宅使用料がふえた件につきましては、わ

かりました。低廉化措置が終了したという

ことで、今後家賃がきちんと回収できるよ

うにお願いしたいと思います。家賃が高く

なったという感覚だけが残ってしまわな

いようにお願いをしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に、「チャレンジドオフィスせっつ」

にかかわる非常勤の雇用についてお答え

がございました。設置して１年になります。

業務としての進捗状況をお聞かせいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、人事評価システムについて、これ

から評価、実施されることについてはわか

りました。初めて評価をされて、自分はど

んな評価だったのかというのを知ること

がどんな気持ちだったかというのもある

かと思います。民間の企業では当たり前の

ことなんですけれども、私も民間企業では

毎年、年３回そういう評価を経験してまい

りました。こんなに頑張ったのに、何でこ

ういう評価なんだろうと疑問に感じるこ

とも多々あるわけですけれども、そこは単

に上司との人間関係というのも含まれて

いるのかなと感じることも経験もいたし

ましたけれども、しっかりとした評価、ま

た頑張った職員への評価がきちんと見直

されることを期待していきたいと思いま

すし、やっぱり人材育成というのは管理職

の職務の一つだとも思っております。この

評価が全て能力向上につながっていくよ

う、また、職場環境が築かれていくことを

望んでおりますので、どうか、その点をよ

ろしくお願いして、要望といたします。 

 市営鯵生野団地についてはわかりまし

た。今後はそういった駐車場の利用を検討

されているということでございます。別府

コミュニティセンターで大きな行事があ
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ったときには駐車場が少ないんじゃない

かというような声もお聞きするところで

ありますので、この駐車場の有効的な活用

をどうぞ検討していただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 旧味舌小学校の解体工事のアスベスト

の調査についてでございますが、３月末ま

でにその検査の結果がわかるということ

で、もし発見があれば府の指導を受けてい

かれるということです。近隣の方は、今後

の工事の騒音とか、振動とかということも

一番心配されているかと思いますが、この

アスベストについても、しっかりとそうい

った指導を受けなければならないときに

は、適切な周辺への対応をよろしくお願い

したいと思います。 

 次に、男女共同参画計画に関して、審議

会の件はわかりました。まだ女性の参画が

ないところが５つということでございま

す。どうして参加がないのか、参加できな

いのか、その辺のことが詳しくまだわから

ないところもありますけれども、一つでも

そういった女性が参画できるような進め

方になればと思います。 

 避難所運営についての取り組み方につ

いては、人材育成が大事であって、女性の

リーダーの育成に努めていきたいという

ようなこともございました。そのことにつ

いてですけれども、防災施策の方向性とい

たしまして、自主防災組織における女性の

参画を促進するとともに、女性リーダーの

育成を図るということと、また、男女共同

参画の視点に配慮した避難所運営マニュ

アルの作成といったことが、この計画の中

にも書かれてありました。平成２６年１１

月に防災会議女性専門委員会というのが

開かれて、報告書がまとめられて、地域防

災計画の中には盛り込まれていたと思い

ます。この避難所運営もマニュアルも見せ

ていただきましたが、こういったことが専

門委員会の報告の内容も含まれていくの

かなと思いますが、もう少し具体的にどの

ように進めていかれるのかについて、お聞

きしたいと思います。 

 二つ目にお聞きしました男性中心の働

き方の見直しについて、環境の整備とか育

児への参加、主に啓発が中心になるといっ

たことがございました。庁内でも、ご家庭

で出産を控えておられる男性等がござい

ましたら、積極的に育児休業を進めていく

ように、職場との連携もあるかと思います

が、ぜひ働きかけをして、この件について

は要望とさせていただきたいと思います。 

 次に、消防のドローンの活用については、

実験的な運用をされたり、実際に運用をさ

れている自治体があるということでした。 

 先日、代表質問の際に、子どもの見守り

にドローンを使ってはどうかということ

で提案させていただきました。中川委員の

化学消防ポンプ車の稼働についての質問

では、なかなか使うことはないけれども、

必要であるから購入をされるということ

でした。ドローンについても、今、使う必

要はないかもしれませんけれども、先ほど

お答えにもありました将来こういった活

用も考えられるかもしれません。人口が減

っていって、救援にこういった物の導入が

必要になる時代がくるかもしれませんの

で、今後とも研究をしていただくよう、こ

れについては要望いたしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 「チャレンジドオフ

ィスせっつ」に係る２回目のご質問でござ

います。 
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 業務の進捗ということなんですけれど

も、「チャレンジドオフィスせっつ」では

庁内の各部署から簡易な業務、作業等の依

頼を受けて「チャレンジドオフィスせっつ」

で勤務する障害をお持ちの方が処理する

ということを行っております。依頼がくる

業務の量であったり、質の部分であったり

というところも想定どおりでございまし

て、量についてもコンスタントにいろんな

部署から依頼がございます。それを一定の

期限の中で処理をしていただいて、お返し

するという部分についても、スケジュール

の部分についても、そんなに大きく滞るこ

となく、その業務の部分については順調に

推移していると思っております。 

 ただ、今回初めて知的障害をお持ちの方

を雇用いたしまして、支援員をつけている

んですけど、なかなかそこの部分で難しさ

というものがございまして、今後の課題で

あると認識しております。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 避難所運営マ

ニュアル等に男女共同参画の視点をどの

ように反映していくのかというご質問だ

ったと思います。 

 先ほども委員からありましたように、平

成２６年度まで防災会議女性専門委員会

を設置しておりまして、その専門委員の方

が防災会議の委員に現在３名なっておら

れます。そういうような形で人材を育成す

ることによって、防災計画でありましたり、

避難所運営マニュアルというような内容

に女性の視点が反映されるように、リーダ

ーの養成が必要であるということを、１回

目の答弁でさせていただきました。 

 今後、男女共同参画計画の中にある避難

所等、防災、復興等の考え方を担当の防災

管財課と協議、連携しながら反映していけ

るよう、進めていきたいと考えております。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、「チャレンジ

ドオフィスせっつ」については、仕事の質、

量についていろいろとむらもあるかもし

れませんけれども、今後とも取り組んでい

ただきたいことかと思います。 

 大阪府身体障害者雇用促進会の会長を

されておられました早川徳次さんという

方がいらっしゃって、この方が会長になら

れる前に、アメリカで欠如能力ではなく、

残存能力を考えるといった標語を見られ

たそうです。それを見て大変感動をされ、

自分自身も感銘を受けられて、ご自身の事

業をされているところにも、障害のある方

への雇用ということを考えられたそうで

す。雇用促進会の会長になられてからは、

事業主に対して、人手がないからというこ

とではなく、またかわいそうだからという

ことではなく、身体障害者を雇うといった

態度ではせずに、適正な仕事を与えて、決

してハンディキャップがあるからという

扱いはしないでいただきたいというふう

なことをおっしゃられました。 

 障害のある方という言い方がいいのか、

障害を感じている方というふうに見るの

か、これはそれぞれ判断があるかと思いま

すけれども、できることがあるというふう

に考えてあげることが一つは大事かと思

っておりまして、先日、運送会社を経営さ

れている社長がお話をされていまして、運

送会社に障害者ができる仕事なんて全く

ないと、はなから考えたこともなかったと

いうところから、事業が物を運ぶだけでは

なくて、物を運ぶ前に検品とか、また袋詰

めとか、伝票を書くとか、いろんな作業が

あると、そういうところでの仕事を見つけ

ていって、雇用を広げていったというお話
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がございました。私も大変すばらしい考え

方だなと思います。もちろん、言ってすぐ

できることではないということは承知を

しているところですけれども、どうか、こ

ういう障害のある方たちの雇用を、これか

らも機会を奪うのではなく、やはり積極的

に創出していただきたい、こういうふうに

要望させていただきたいところでござい

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 それから、避難所運営についてはわかり

ました。 

 平成２１年に作成されました避難所運

営マニュアルの見直しにつきましては、東

日本大震災以降の被災地のいろいろな体

験等もあると思いますので、そういったこ

とも検討に含めながら、多様化する価値観

に配慮をされるように要望したいと思い

ます。 

 地域の防災訓練に参加をしております

と、男女の役割が固定化されているように

思います。炊き出し訓練には男性の方が一

人も入っていない。この辺の意識というの

も変えていく必要があるのかなと感じま

す。避難所運営マニュアルができましたら、

避難所ごとでのマニュアルに沿った実地

研修なども、今後は検討していただきたい

ということを要望いたします。 

 また、防災マップも平成２９年度も引き

続き地域で作っていかれるということを

聞いております。この作成に当たりまして

も、女性の方がその場に参加されることを

考慮していただきたいと思います。 

 平成２８年度、二つの自治会が防災マッ

プを作成されておりましたが、一つのほう

のグループを私も何度か見させていただ

きました。そこには女性の方が一人もおら

れなかったということが、少し気になりま

した。男性がたくさんいる中に女性一人と

いうのはやりづらいこともありますので、

その辺のバランスも必要ですので、どうか、

平成２９年度の作成においては、女性の方

の参加もぜひ検討していただきたいと思

います。 

 いずれにしましても、人権女性政策課の

方が男女共同参画推進の要となるかと思

います。なかなかそういったことは頭の隅

にはあっても、取り入れられないこともた

くさんございますので、各課への働きかけ、

これを十分に積極的に取り組んでいただ

きたいことを要望いたします。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３１分 休憩） 

（午前１０時３４分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５号及び議案第１２号の審査を

行います。 

 本２件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 平成２８年度補正予算

と平成２９年度当初予算の両方に関係し

てくることなんですけども、鶴野財産区財

産貸付収入です。平成２８年度では８万４，

０００円の補正と、そして、平成２９年度

については５０万４，０００円ということ

で計上されていますけども、この内容につ

いてお尋ねしたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 鶴野財産区財産貸

付収入の内容について、お答えいたします。 

 鶴野財産区の財産区内にあります鶴野

会館の敷地内に有料駐車場を整備しまし

た。これについては、月額１万４，０００

円を３台分です。ことしの２月から設置い
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たしましたので、今回２か月分の８万４，

０００円の貸付収入が入ってくるという

ことで、そのうち２割分の１万７，０００

円、これを市の一般会計に繰り入れ、残り

８割分の６万７，０００円は交付金として

財産区に交付するものであります。引き続

き、平成２９年度についても、同様の形で

予算計上をさせていただいているところ

でございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 鶴野財産区の中で新た

に有料駐車場を確保したということで、月

１万４，０００円ということであります。

私の住んでいるところでは１万円ぐらい

が標準的な感覚なんですが、１万４，００

０円の金額がどうなのかということをお

尋ねしたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 この１万４，０００

円の金額でございますけれども、事業者か

ら財産区に支払われる月額の金額であり

ますので、実際利用される方については、

時間貸しということになりますので、１時

間幾らという形での利用になってきます。

この１万４，０００円につきましては、事

業者から提案のあった額でございますの

で、近傍に準じた金額で設定されていると

いうふうには聞いております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 鶴野会館の建物の問題で

す。以前に委員会でも議論されましたけれ

ども、予算的に他の４つの財産区は数億円

規模の交付金がありますけれども、鶴野財

産区は４７７万８，０００円しかないとい

う中で、鶴野会館の建物について、いろい

ろ議論がなされてきたと思いますけども、

経過も含めて、最近の状況を教えていただ

きたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 今回、鶴野財産区の

会長からご相談がございまして、平成２８

年度末の決算見込額を見ましても、３８０

万円ほどしかございません。この会館を維

持していくために、今回少しでも財産収入

をふやしていきたいというご相談を受け

ましたことから、今後の維持管理費ですと

か、修繕代を貯めていきたいということか

ら、今回の有料駐車場を設定したものでご

ざいます。財産区といたしましては、今後

会館の維持についても、引き続き行ってい

きたいということで伺っております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 以前、建物としての耐用年

数も含めて、増改築だとか、耐震補強工事

だとか、いろんなことが議論された経過が

あると思うんです。僕らも活用させていた

だきましたけども、建物としての修繕をど

うするのかというのが課題だと思ってい

ますので、部長のほうからご答弁をいただ

いて、現状の取り組み方と、今後の方向に

ついて、予算的なものも含めて、公的にど

ういう関与ができるのかというのも、ご答

弁いただければと思います。 

○三好義治委員長 杉本総務部長。 

○杉本総務部長 財産区というものの成

り立ちから申しますと、地方自治法の施行

時において、本来であれば公的なところへ

移管すべきであった財産、入会権であると

か、そういったものが、地域の財産は地域

の方が基本的に守られるということで、移

管されずに、従来の歴史的な経緯を踏まえ

て残されたのが財産区ということかと思

います。 

 市内でも財産区をつくられたところと、

つくられていないところとございまして、

現に財産区をお持ちのところも、非常にた
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くさんの資産をお持ちのところや、鶴野財

産区のように非常に少なくなっていると

ころがございます。財産区で持っておられ

る会館もございます。太中会館、乙辻会館

等々もありますが、鶴野財産区については、

資産がないので、維持補修ができるかとい

うことでご心配いただいていると思いま

す。今後のあり方ですけれども、これはも

ちろん大前提は鶴野財産区の方々の総意

がどうなるかということをまず考えない

といけないと思います。その中で、会館の

維持について、また他の財産区の会館も含

めて、どういう意義を持ち、どういう活用

をできるかということは、これは市として

も一緒に相談をしていかなくてはいけな

いものと考えております。 

 ただし、これをすぐに市が受けるという

ことでもございません。これは公共施設の

整備計画が今回できましたし、ファシリテ

ィマネジメントの問題もございます。鶴野

地区というのは他地区と違いまして、例え

ば第３集会所、橋を渡ったところにござい

ますけども、そういったところの兼ね合い

とか、もう一つは、環境センターの問題も

抱えている地域でございますから、そうい

ったことも全て勘案した中で、あの会館を

誰がどう担っていくかということを、今後

検討していくことになろうかと考えてお

ります。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 いろいろ地元の意向を受

けながらも協議をなされていくと思いま

すので、今おっしゃった方向で、法的な兼

ね合いでの整備もきちっとしていただい

て、財政的な関与も含めてどう整理するの

かを詰めていただいて、地元の意向に沿え

る形で進めていただきたいということで

要望しておきます。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４３分 休憩） 

（午前１０時４４分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第２３号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 議案第２３号というこ

とでございまして、これは市税に絡むこと

ですけれども、第４８条とか、第７８条と

か、第９６条、第９７条関係については、

減免を受ける方のことですけど、納付期限

の７日前までに減免を受ける方は申請す

るということが、今回その７日の分がなく

なったということによって、申請が納付期

限まででよいということになったのかと

いう確認でございます。 

 ２点目は、附則の件でございますけども、

軽自動車税の減免がもう１年ということ

ですが、この辺の市税への影響について、

どのように認識されておられるのかとい

うことで、この２点をお尋ねしたいと思い

ます。 

○三好義治委員長 豊田次長。 

○豊田総務部次長 それでは、２点のご質

問に対してご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の減免についてですけども、

これにつきましては、従前納付期限の７日

前までに減免の申請をしていただかなけ

ればならなかったものを納付期限までに

していただいたらよいというふうに改正

させていただいたもので、申請者にとって

は１週間延びるということで、利便性が図



- 12 - 

 

られるものと考えております。 

 もう１点、軽自動車税の軽減に対する影

響ということなんですけども、これにつき

ましては、１年間延長するということで、

内容的には現在行っているものとそんな

に変わっておりませんので、影響について

はほとんどないものと考えております。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４６分 休憩） 

（午前１０時４８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 次に、議案第１９号所管分の審査を行い

ます。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 予算のときにも何点か

お尋ねさせていただいたんですけれども、

このいじめ問題再調査委員会の件で、改め

て確認も含めてお尋ねさせていただきた

いと思います。 

 重大な事案ということで、この委員会が

開催されるということだったというふう

に思いますけども、そういう中で、いじめ

防止対策推進法という法律の中で、今まで

もやっていただいておるんですけども、重

大な案件を調査した結果を議会のほうに

報告することになっているんですが、いじ

め問題再調査委員会として調査した結果

を議会へ報告するのは、どういう形で進め

られていくのかということをお尋ねした

いのが１点目でございます。 

 もう１点は、この調査結果が、例えばい

ろいろ裁判沙汰になるような事案になっ

てきたときに、書類を提出するということ

が考えられるのか、この委員会の調査結果

が裁判的に影響していくということがあ

れば、ご答弁をお願いしたいと思います。

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 議会への報告

の仕方ということでございますが、委員会

につきましては市長からの諮問という形

になりますので、それに対して、委員会と

しては答申をするわけでございます。その

答申の内容を議会のほうに報告させてい

ただくという形になると思います。調査が

終わったから答申があるわけですから、そ

の答申内容をそのまま議会へ報告すると

いう流れになるというふうに考えており

ます。 

 それと、裁判等が起こったときに、その

資料を提出するのかということですけど

も、それについては詳しいことはわかりま

せんけども、当然裁判所のほうから資料の

請求ということがありましたら、提出され

るべきものだというふうに考えておりま

すが、そのときに協議をさせていただきた

いと思います。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 議会への報告というの

は、これまで例えば教育委員会から個別で

報告等々を受けさせていただいたような

こともあるかと思うので、その辺はまたし

っかりと我々議会としても、解決に向けて

いろいろと認識をするべきものがあると

思うので、その辺はまた発生したときには、

しっかりと説明できるような形でお願い

したいと思います。 

 それから、裁判所への書類提出の件でご

ざいますけども、そういうことがないよう

に願っているところはあるんですが、もし

そういうことであれば、情報公開という面
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もありますし、また答申という正式なやり

方でやっている部分もございますので、そ

の辺をしっかりと法令等、また当事者の思

いに沿った形で、しっかりと事務的な進め

方ができるようにお願いをしたいと要望

します。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 １点だけお尋ねします。 

 ダブルチェックという言葉があります

けれども、市長部局で市長の諮問を受けた

いじめ問題再調査委員会で出た結果につ

いて、どう整理していくのかということに

ついて、どういう動き方をするのか教えて

ください。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 いじめ問題再

調査委員会から答申が出ますと、まず、流

れとしましては、教育委員会のほうにも報

告されるわけでありますし、現在、市長部

局と教育委員会合同の会議を持っており

ますので、その中でいじめ問題、重大事件

の検証もするわけでございますし、再発防

止策も再調査委員会のほうで出していた

だくわけですから、その辺は情報共有しな

がら、今後その様ないじめが起こらないよ

うに進めていくものと考えております。 

○三好義治委員長 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 ただいまのご質問につ

きまして、若干補足説明をさせていただき

ます。 

 重大事件、事案が発生して、教育委員会

が調査されます。その結果について、市長

に報告をされます。その結果を踏まえて、

再調査すべき必要があると市長が判断し

たときには再調査がされます。そして、そ

の結果、例えば教育委員会に何らかの働き

かけが必要な場合が生じた、何らかの働き

かけをする必要があるという判断になっ

た場合は、今、船寺課長が言いましたけれ

ども、総合教育会議というのができており

ますので、総合教育会議を開催して、意見

交換する中で、その後の対応や、方向性な

りを話し合うことになるかと、それが適切

ではないかと考えているところでござい

ます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 例えば、事案によってはマ

スコミも入ってきて、記者会見という場が

設定される方向に至った場合、中身により

ますけども、いじめ問題再調査委員会の責

任者、また委員会として、マスコミ、報道

の矢面で説明する可能性については、どう

理解したらよろしいですか。 

○三好義治委員長 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 マスコミが再調査委員

会の内容等について、取材なり、あるいは

記者会見などを求めてこられた場合は、再

調査委員会のメンバーそのものが、法律の

専門家なども入れて構成されると考えて

おりますので、その再調査委員会の判断に

もよりますけども、必要があれば適切にマ

スコミ対応をさせていただくことになる

と。記者会見なり、あるいは情報提供なり

させていただくことになるというふうに

考えているところでございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、この条例は４

月１日から施行されるということでござ

います。残りの日にちも２週間程度でござ

いますが、委員の方というのは決まってい

るのかどうかというところをお答えいた

だきたいと思います。 

○三好義治委員長 船寺課長。 

○船寺人権女性政策課長 この委員会は

常設されるものではございません。重大事

案が起こったときに市長の諮問によって
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設置するものでございますので、今のとこ

ろ具体的には、どういう方にお願いしてと

いうのは考えておりません。 

 施行規則につきましては、現在作成中で

ございまして、しかるべき時期には施行規

則をつくっていきたいと思っております。 

 また、代表質問でもございましたように、

事案によっては、委員の選考として、事案

ごとに合った専門家の人に入っていただ

きたいというふうに担当としては思って

おりますので、その事件にふさわしい委員

を選んで、再調査をしていただきたいと考

えております。 

○三好義治委員長 市長が諮問して、委員

会に諮問するんですが、委員のメンバーは

ある程度ストックしておかないと、事案が

発生して後手になるのではないでしょう

か。今の答弁で大丈夫ですか。 

 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 委員の構成につきまし

て、私どもが考えておりますのは、教育で

ありますとか、法律でありますとか、医療、

福祉、心理等に関する専門的知識を有する、

あるいは経験を有する方を選任する必要

があるのではないかというふうに、これは

一般論でございますけども、考えておりま

す。 

 当然こういう考えを持っておりますの

で、今後はしかるべき期間内に、やはりど

ういった方が適切なのか、事務局となりま

す人権女性政策課のほうでも、やはり候補

となるような方の人選は内々では持って

おくべきだというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 代表質問のおりにもそ

ういった教育関係、医療関係といったお答

えがございましたので、適切な方の目ぼし

というのも、ある程度、庁内での調査とい

うか、そういった人選にかかわる調査はし

ておいていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５９分 休憩） 

（午前１１時    再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第２０号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、一つだけ教え

ていただきたいんですけれど、市を退職さ

れた方が市に影響のある企業に再就職さ

れたときには、それを摂津市に届け出ると

いうような条例だと思うんですけれども、

法律的に今は個人のプライバシーという

ことが騒がれている中で、そういう部分で

は、プライバシーの侵害とか、そういうふ

うにならないのか、その辺の見解を教えて

いただければと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 この条例につきま

しては、昨年、国家公務員の退職管理の規

定と同様に、地方公務員でも制定をさせて

いただいたもので、管理職の退職、途中退

職、その際に営利企業への再就職の場合に、

癒着であったり、あっせんなどとか、そう

いう不当な行為といいますか、そういうも

のをできるだけ規制する、抑止するという

ことの中で制定をされているものでござ

いますので、プライバシーの観点というの

は、基本的には公務員でありますので、そ
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ういう趣旨でございますので、そこは特に

問題はないと考えております。 

○三好義治委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 こういう条例には、国と

か府とかの、統一した指針が私は必要だと

思うんですけれども、これは条例で決める

もので、逆に今までこういう条例というの

は近隣市町村では制定されているのか、そ

の辺を教えていただければと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 国家公務員では、こ

の間の文部科学省の問題であったり、以前

から天下りの問題というか、そういうこと

をかなり想定されていますし、都道府県庁

であっても、やはりそういうことが多分に

想定はされるんですけど、我々基礎自治体

の部分ですと、途中で退職をされて営利企

業に再就職して、そこでもう一度というこ

とは、なかなか想定はしにくいんですけれ

ども、やはり地方公務員も公務員でありま

すから、その辺の退職の管理、ですから基

礎自治体の規模によって、それが想定され

る、想定されないはありますけども、それ

で線引きするというのはなかなか難しい

ですから、一律に全て条例上で、退職規定

のところについてもきちんと管理をしよ

うという、国の統一的な考え方であると考

えています。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 先ほど、中川委員も質問

されておられましたけども、私のほうから

は２点ばかりお尋ねしたいんですけども、

この改正案の中で、任命権者という言葉が

任命権者等になったということなのです

が、この「等」というのは誰を指すのか。

一般的には複数という認識を持つんです

けれども、「等」という幅がどこまでなの

かということでお尋ねしたいと思います。 

 それから、見出しが任命権者等というこ

とで書かれているのですが、条文の中では

任命権者というふうに書かれてるんです

けれども、見出しに「等」がついて、条文

の中では任命権者ということで言い切ら

れているという部分の認識について、お尋

ねしたいと思います。 

 それと、届け出をされるということの中

で、それにどういう対応をしていくのか。

例えば、何か指導というか、行政としての

動きをするのかということをお尋ねした

いと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、答

弁申し上げます。 

 まず、今回の改正でございますけれども、

府費負担の教職員、本市でいいますと、主

に次世代育成部の学校教育課に勤務をさ

れている方々になるんですが、この方たち

は基本的に任命権者というのは大阪府教

育委員会になります。その府費負担教職員

の方の任命権者の部分については、この条

例ではなくて地教行法の中に読みかえ規

定がございましたので、運用上、読み替え

るという運用の仕方をして、実質的には市

教委に届けるということになるんですけ

れども、やはり条例上でそのことがはっき

りとわかるように明記する必要があると

いうことで今回改正をさせていただいて、

「等」のところが府費負担教職員について

は本来の任命権者は大阪府教育委員会で

あるけれども摂津市教育委員会であると

いう位置づけの中で「等」ということの文

言を使わせていただいています。それと、

条例上の中で「等」と「任命権者」という

ことについては、そういった部分で使い分

けをさせていただいているということで
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ございます。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 任命権者「等」というこ

とであれば、この文面だけでは幅が見えづ

らいところもあるので、具体的に明記する

ことはできないのかどうか、再確認も含め

てお尋ねしたいと思います。 

 それから、１回目で言わせていただきま

したけれども、届け出があった場合に、市

としてどういう流れで対応を判断される

のか。市長が判断された中で、どこかで委

員会をつくられて協議をされるとか、その

辺の動きがあるのかということでお尋ね

したいと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 １回目の答弁漏れ

がございました、申しわけございません。

届け出があった後に、届け出をするだけで

したらそれだけで何も動きはないわけな

んですけれども、そういう届け出に基づい

て再就職した職員が本市の職員に対して

何らかの働きかけ、契約にかかわることで

あったり、そういうことの動きがあればど

うなるかということです。まずはこの動き

をどういうふうにつかむかというところ

はなかなか難しい部分があるんですけれ

ども、それを具体的にどうやってつかみに

いくかというところは別に決まっている

ものでもないんですけど、そういうケース

がわかれば公平委員会等を活用しながら

対応をしていくということになります。 

 「等」の使い方につきましては確かにわ

かりにくいところがございます。行政では

「等」ということをよく用いるんですけれ

ども、条例については、国の準則に基づき

まして、条例というのを制定、改正いたし

ますので、各市ともこういう状況になって

いるということでご理解をいただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 再就職の件につきまし

ては、ことしに入っても文部科学省の件な

ど、いろいろと国のほうでも議論されてお

りましたけれども、再就職した確認という

ものを市でできるというふうになってく

ると思うので、その辺は再就職をされる場

合等々も含めて注意や指摘ということも

含めてやっていっていただきたいという

ことで、要望とさせていただきたいと思い

ます。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第２１号所管分の審査を行い

ます。本件については補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、１点だけお伺

いしたいと思います。この条例は、里親を

養子縁組里親というふうに明確化するも

のだと私は認識しております。なぜこのタ

イミングでこの条例改正が上がってくる

のか、少子化対策で子どもたちの問題を認

識しての動きなのか、国の動きや、どうい

う情勢でこの条例改正が出てきたのか、そ

れを教えていただければと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 今回、児童福祉法に

養子縁組里親というものが言葉として位

置づけをされたということなんですけれ

ども、里親制度というのは幾つか種類がご

ざいまして、養育里親、専門里親、養子縁

組を希望する里親、これが今回の養子縁組

里親とイコールになるんですけれども、あ

と親族里親という制度もございます。保護
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者のない児童もしくは保護者に監護させ

ることが不適当であると認められる児童

を養育する、基本的には一時的に養育する

ということになります。そこのところで養

子縁組を希望する里親というのは、やはり

養子縁組をすると戸籍上は親子関係がで

きますので、将来にわたって見守ることが

できます。ですから、養子縁組という部分

を推進することによって一時的に児童を

監護する部分もそうだけれども、一時的で

はやっぱり十分ではないということで、で

きるだけ多くの里親には将来にわたって

見てもらいたい。ですから、養子縁組を推

進する、そういう考え方のもとで養子縁組

里親ということが法律上できちんと明記

されて位置づけをされたということでご

ざいます。 

○三好義治委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 私もこの条例に関して

まだまだ勉強が足りないところがあると

思うんですけど、摂津市の中で、そういう

里親というのは結構いるものなのか、今の

摂津市の状況というのはどうなのか、それ

だけ教えていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 市民という部分で

は我々人事課の所管ではございませんの

で、そこは正直把握はできておりませんし、

また職員につきましても、今は住民票の親

子関係の部分についても、以前は長男とか

次男という明記がありましたが、今は一律、

「子」という表現をしているように、その

辺のプライバシーのこともありますので、

状況がどうなっているかということは把

握はできていないということでございま

す。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 児童福祉法の改正とい

うことで今回の条例改正に至ったという

ことでございますが、その中で例えば里親

になるためには厚生労働省が定める研修

を受けなければいけないということにな

っていると思うのですが、摂津市の職員の

方が里親になるためのこの研修を受ける

ということになれば、研修を受ける期間は

休暇の関係とか勤務の関係とか、その辺の

絡みはどうなっていくのかということで

お尋ねしたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 里親の研修制度が

児童福祉法に基づき段階的に充実されて

いきながら、今回の養子縁組里親の中でも

もう一段研修の部分を充実されたという

ことについては把握をしておるんですけ

れども、その研修期間であったり研修の実

施の状況ということになりますと、正直

我々人事課で所管しているこの条例上の

部分では、現在把握をしておりませんので、

できれば確認をさせていただいて、今回の

条例改正とは別の部分で、里親制度という

状況については別途報告をさせていただ

きたいと思います。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第２２号所管分の審査を行い

ます。補足説明を求めます。 

 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 議案第２２号につきま

して補足説明をさせていただきます。 

 一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正のうち、平成２８年人事院勧告に基

づきます扶養手当の見直しにつきまして

補足的にご説明申し上げたいと思うんで

すけれども、本日参考資料として扶養手当
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の額の見直しの推移表もつけております

ので、そちらもご覧いただきたいと思いま

す。なお、企業職員の扶養手当につきまし

ては、企業職員の給与規定において一般職

員の例による旨の規定がございますので、

一般職の職員、我々と同様というふうに考

えていただきたいと思います。 

 このたびの一部改正は、国が扶養手当の

額について扶養親族の区分と職務の等級

ごとに４年をかけて見直す制度改正をし

たもので、お手元の推移表にもありますよ

うに平成２９年度から平成３２年度にか

けて扶養手当の額を段階的に増額もしく

は減額するものでございます。議案では第

１条のところで推移表の平成３２年度以

降の欄にございます最終的な額について

扶養親族の区分と職務の等級ごとに説明

をさせていただき、附則のところで平成２

９年度から平成３１年度までの経過を説

明させていただいているもので、推移表に

ございます平成２９年度の欄を附則の第

２項で、平成３０年度の欄を附則の第３項

で、平成３１年度の欄を附則の第４項でそ

れぞれ説明させていただいているもので

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 幾つかお尋ねします。 

改正内容は大きく３つで、扶養手当の見

直しについてが一つであります。もう一つ

は、業績評価を係長級以上に拡大すると。

もう一つは、昨年の人勧を受けて平成２９

年度に反映させるという３点があると思

いますけれども、まず業績評価について、

係長級以上まで拡大するということであ

ります。平成２７年度から課長級以上にこ

の制度が導入されて２年が経過しました

ので、まず平成２７年度と平成２８年度の

経過についてお示しをいただきたいと思

います。 

 課長級以上の評価について、ＳからＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ、５段階あります。従前の制度

に比べてふえたのが８．８％。従前どおり

が８５．１％、下がったのが６．１％とい

う数字が示されましたけれども、その辺も

含めて２年間の経過について結果どうな

ったのかというのが一つであります。 

 二つ目には、対象人数の確認ですけれど

も、課長級以上と今回は係長級以上になり

ますので、大体どれぐらいの人数になるの

かということです。係長級以上になった場

合に、全職員に対するパーセンテージがど

うなのかというのもあわせてお聞きいた

します。 

 三つ目には、扶養手当の問題であります。

国に倣ってということになるわけであり

ますけれども、昨年１１月の国会で我が党

は勤勉手当の引き上げとか、育児休業・介

護休業の改善については賛成もしながら、

ただこの扶養手当の見直しについて反対

しております。その理由の一つは、数字で

見ると、子どもが一人の場合は減額になり

ます。それと、役職が上がるにつれて減額

になります。少し計算してみたんですけれ

ども、例えば７級以下、課長級以下で標準

家族、配偶者がおられて子どもが２人とい

う家族を想定した場合に、７級以下ですか

ら子どもについては１５歳未満というこ

とで２人入れます、そういう計算をした場

合に現行は合わせて２万６，０００円です

けれども、平成３２年度で２万６，５００

円、５００円上がるわけです。次長級で８

級の場合、少し年齢が上がってきますので、

これは一応１５歳から２２歳の特定扶養

年齢を子ども２人として計算した場合に、

現行３万６，０００円から３万３，５００
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円と２、５００円下がります。９級の部長

級の場合、同じく子どもたちは特定扶養年

齢ということで計算しますと３万６，００

０円から３万円ということで６，０００円

下がります。だから、この表のとおりに子

ども一人の場合は平成３２年には１万３，

０００円の配偶者手当がなくなって、子ど

もが一人の場合だったら６，５００円が１

万円ということになります。だから、１万

９，５００円が１万円になるという格好で、

結果として家族構成によって増減が出て

くると。全体としては配偶者手当を削減し

て、その手当をいろいろな別の施策にまわ

すということもありますけれども、こうい

うことで一応金額を設定して、配偶者手当

を削減した分で扶養手当に回すという国

の意図もあります。国会の場で議論する中

で、国家公務員で見た場合、配偶者手当が

１万３，０００円から０円になった場合に、

国会答弁では４５％の職員が実質所得減

になりますということです。国家公務員で

見る場合は国全体の仕事ですから異動が

多いということで、そうした場合に配偶者

がなかなか仕事につけないと、しかし配偶

者手当はゼロになっていくという、そうい

う矛盾なども述べながらこの問題につい

ては反対の立場をとったわけであります。

摂津市で例えば現状、平成２８年の４月１

日時点の職員状況の中でこういう配偶者

手当をなくして扶養手当をふやすという

ことで見た場合に、平成２８年４月１日の

職員の状況を、平成３２年の同じ状態で換

算した場合に金額の増減がどうなるのか

という質問です。概算で結構ですのでお願

いしたいと思います。 

 それと、地方自治体全体の動きは、業績

評価・能力評価を含めて９割を超える自治

体で導入されてますけれども、集団として

物事を進める場合に設定する目標が大き

な問題で、北九州市の問題を含めていろい

ろ申し上げましたけれども、教育環境でい

いますと世界の中でフィンランドが一番

学力が高いわけです。あそこは習熟度、能

力別に学級編制をしません。学力の高い人

も低い人も含めて同じクラスでお互いに

勉強しながら全体として向上していくと

いう、こうやって世界一の学力を持ってる

国になっているわけです。日本は民間でこ

ういう制度が導入されましたので、公的な

部分でも民間に倣って導入するというこ

とで上司が部下を評価して業績に基づい

て昇給とかボーナスに反映するというこ

とをやろうとして動いておりますけれど

も、前回も言いましたけれども、みんなで

目標を設定して、最初はできないかもわか

らないけれどもできるようにしていくと。

職員全体としての能力を向上させていく

というのがベターだと思いますけれども、

その辺の業績評価・能力評価と育成型の人

事制度との関係について、現時点でこの２

年間の状況を見てどういうふうに評価す

るのかという点をあわせてお尋ねしてお

きます。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、野

口委員のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、人事評価制度のこの２年間の実績

ということで、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄそれぞ

れのパーセンテージということで、手持ち

の資料がございまして、委員からお示しい

ただいた数字とは若干異なってくる部分

があるかもしれませんが、資料のほうにつ

いては提出をさせていただけたらと思い

ますけれども、数字をご紹介させていただ

きますと、課長級以上の管理職の平成２７

年６月の勤勉手当への反映なんですけれ
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ども、Ｓが６．９％、Ａが２０．８％、Ｂ

が７２．２％、Ｃ、Ｄはございません。こ

れは勤勉手当につきましては、職員個々の

額を算出するときに扶養手当ということ

を人事評価制度を導入する前は算定の数

字の中に入れていたんですけれども、この

部分を外してこの部分で得られる金額、こ

れを原資にしておりますので、基本的に業

績評価で勤勉手当に反映する場合はＣ、Ｄ

が発生しないという考え方で、頑張った人

に報いる制度ということで運用しており

ますので、Ｃ、Ｄはないと。平成２７年１

２月の勤勉手当につきましては、同じくＳ

が１１．１％、Ａが１２．５％、Ｂが８４．

７％、Ｃ、Ｄがゼロと。平成２８年の６月

については、Ｓが２．９％、Ａが３６．２％、

Ｂが６０．５％でＣ、Ｄはなしと。ですか

ら、業績評価のほうにつきましては、課長

代理級、係長は、この６月から導入するわ

けなんですけれども、課長級以上と同じよ

うにそれぞれの個々の職員の扶養手当の

部分のところを算出から省く、そしてそれ

を原資にするということですので、同じよ

うな運用の仕方で考えております。 

 もう一つの能力評価のほうなんですけ

れども、これも同じくＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

になりますけど、これは特に原資の考え方

がございませんので、基本的に絶対評価で

運用しているんですけど、多少相対の観点

も取り入れることにはなるのかなという

ふうに考えております。平成２７年１月１

日の昇給が、Ｓが２．６％、Ａが３．９％、

Ｂが９２．１％、Ｃが１．３％、Ｄはゼロ。

平成２８年１月１日につきましては、Ｓが

１．４％、Ａが９．７％、Ｂが７７．８％、

Ｃが８．３％、Ｄが２．８％。今年の１月

１日が、Ｓが２％、Ａが１．２％、Ｂが９

３．１％、Ｃが３．２％、Ｄが０．４％。

こういった状況になっておりまして、当初

の想定ではＳ、Ａそれぞれ５％ということ

を想定をしていて若干それを下回る状況

になっておりまして、今後の課長代理、係

長、そして平成３０年からの一般職につき

ましても管理職の割合も参考にもしなが

ら、当初スタートの段階では余りＳ、Ａ、

それとＣ、Ｄを極端に多くつくるよりも、

適切な状況ではないかもしれませんけど

中心化の部分からスタートをさせて、徐々

に段階的にその差をきっちりと明確にし

ていきたいというふうには思っておりま

す。それと対象者ですけれども、課長級以

上だけですと約７０名前後になるんです

けれども、ここに課長代理級、係長級を加

えますと約１７０名ほど増になりますの

で２４０名ぐらいの状況になります。です

から、全体の職員数でいいますと、課長級

以上が１２％程度、それと課長代理級、係

長級が２７％、合わせて３９％、残りが６

１％程度になるかなというふうに考えて

おります。 

 それと、扶養手当でございますけれども、

扶養手当につきましては、先ほど野口委員

から部長級でマイナス６，０００円という

こともいただいたわけなんですけれども、

国のほうでもそうなんですけど、やはり年

功の考え方というのが一定ございますの

で、部長級で、配偶者は別ですけれども扶

養手当の必要な子どもがいらっしゃると

いうのはなかなか想定しにくいので、本市

でそれぐらい影響が出るということは今

のところの試算ではないと思っておりま

す。それで、全体の額につきましては、組

織の職員構成と扶養の状況というのが大

きく影響をすると思っておりまして、団体

によっては全体でマイナスになるところ

もあるしプラスになるところもあると。そ
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れは自治体によって差が出るのではない

かと思っています。本市の場合は、比較的

職員の構成は２０代、３０代、４０代、５

０代、それぞれほぼ同様の率といいますか、

余り現状としては差がない状況になって

いる関係もあるのかなというふうに思っ

ておりますけれども、現在の職員と現在の

扶養の状況ということでの推移ですけれ

ども、平成３２年度の完成時には手当額が

約３００万円増になるということで試算

をしております。 

 それと、人事評価の目標のところですが、

特に業績評価になるのかなというふうに

は思いますけれども、目標の立て方という

のは確かに非常に難しい部分がございま

す。もちろん数字であらわすことができれ

ば、より客観的に捉えることができるわけ

なんですけれども、そうはなかなかいかな

い部分がありますので、特に人事としても

数字にこだわっているということは全く

ございません。できるだけわかりやすい目

標の立て方ということで、抽象的な話です

けれど、わかりやすい立て方ということに

はこだわりますけど数字にはこだわって

いないと。組織全体として、業績の場合は

特にそうなんですけど部長級から係員ま

で、やはり演繹の部分を考えながら役職、

それぞれの位置づけ、上下関係等も考えな

がら目標設定というのを行っていきます

ので、上司から見れば、部下がどういう目

標を立ててどういうことに取り組んでい

こうとしてて、それが部の中の基本的な政

策にどういう影響を及ぼすのかというこ

とがわかりますし、逆の場合は、部下につ

いては部長級が部をどういう方向にもっ

ていこうとしているのか、部の重要課題と

いうのは何なのかということがわかる。そ

れぞれのそういった観点での効果という

ことが出てくると思いますし、人事評価制

度として、その部分での上司と部下の面談

ということを行いながら、目標ということ

も考え、設定するわけですので、その部分

での人材育成の観点というのも十分に、こ

れまでなかったことをするわけですので

効果としては上がってくるというふうに

は認識をしております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 余りくどくどと申し上げ

ませんけれども、評価制度で心配している

のはこれから全職員に拡大することです。

先ほども申し上げましたように、目標の設

定の仕方、内容が問題でありますし、集団

として、例えば図面を書くとかいろいろな

仕事がありますけれども、仕事が遅れてい

ると、質を向上するために遅れているんで

あっても給与等を下げるということにな

ります。これは集団として、その人の頑張

りぐあいで、それぞれ頑張っていくという

ことで、みんなから見れば、若干テンポは

遅いかもわからないけれども、しかし集団

としては目標をなし遂げていくというよ

うになれば別に給与等に差をつける必要

はなくて、集団として成長していくと。そ

ういう風土をつくっていただきたいと思

います。そうしなければ、これから全職員

に拡大された場合に、自分はできないと、

でも給与等は少なくても仕方がないとい

う、こういう話が出てきたりして、組織と

してのまとまりも含めてなかなかしんど

いと。一方では、議論されましたけれども、

「チャレンジドオフィスせっつ」をつくっ

て、いろいろな仕事を出していただいて、

いろいろな人間がいらっしゃいますけれ

ども、世の中の方々も含めて公的な部分で

仕事を見つけ出して、そういうことも含め

て社会として新しい方向に向かっていこ
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うという流れもあるわけで、そんな中で職

場の中で差をつけるということは、僕は余

りプラスにならないだろうと思っていま

すけど、そういう点では新しく出発するに

はいろいろなことがありますので、そうい

う性格の問題だということを見ながらき

ちんと検証をしていただきたいというこ

とで申し上げておきます。 

○三好義治委員長 ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４１分 休憩） 

（午前１１時４３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

をします。 

 議案第１号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 賛成多数。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第５号について、可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第９号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第１９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２２号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 賛成多数。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第２３号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４５分 休憩） 

（午前１１時４７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 本委員会の所管事項に関する事務調査

について、協議をします。 

 平成２９年度委員会行政視察を実施す

ることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 
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 次に、視察事項、視察先、視察日程等に

ついてご協議いただきます。委員の皆さん

からのご提案はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 なしということで、こ

の件につきましては、委員から先進事例等

の情報提供をいただくとともに日程を調

整させていただいた内容をもって、委員長

案として取りまとめましたので、ご提案さ

せていただきます。 

 日程は５月１７日水曜日から５月１８

日木曜日、視察市は茨城県常総市及び埼玉

県春日部市。常総市は、人口約６万人、こ

ちらでは関東・東北豪雨による鬼怒川決壊

時の被災状況と復興について視察を行い

ます。被災時の災害対策本部及び職員の対

応状況、救助の状況、避難所の状況、ボラ

ンティア等の受け入れ体制を経験として

避難所の見直し、初動体制の確立、住民へ

の周知、情報の提供、自主防災における組

織の育成・助言と災害時の危機管理体制を

強化する取り組みを中心に視察いたしま

す。また、春日部市は、人口約２３万人、

こちらでは庁内シンクタンク「かすかべ未

来研究所」について視察を行います。平成

２３年４月１日に、庁内シンクタンクとし

て政策課内にかすかべ未来研究所を設置

し、問題解決に向けた各種データや情報な

どの収集・分析、ほかにはない先進的な施

策実現に向けた調査研究などを行い、各担

当部署の業務遂行を側面支援することで

政策の最適化を目指しており、調査研究報

告を事業化や各種計画策定の基礎資料と

して活用されている事例を中心に視察い

たします。 

 以上のような視察を提案させていただ

きましたが、委員の皆さん、いかがでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 それでは、そのように

決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午前１１時５３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 それでは、常総市において、「関東・東

北豪雨による鬼怒川決壊時の被災状況と

復興について」、春日部市において、「庁内

シンクタンクかすかべ未来研究所につい

て」の視察を行いたいと思います。本委員

会の視察につきましては、以上のとおり実

施することといたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 なお、常任委員会の所管事項に関する事

務調査については、本会議最終日において

閉会中に調査することが諮られます。本委

員会の所管事務については、「行財政運営

について」「防災行政について」「人権行政

について」「消防行政について」を、平成

２９年９月２９日まで閉会中に調査する

ことにいたしたく思いますが、異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午前１１時５５分 閉会） 
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 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務常任委員長  三 好 義 治 

 

 

 

 総務常任委員   野 口   博 

 

 


